
○美咲町水道新設給水工事費補助金交付要綱 

平成１７年４月１４日 

告示第１１１―３号 

（趣旨） 

第１条 時代に即応し衛生的かつ文化的生活を営むため、美咲町内の水道に新規に加

入する一般家庭の加入者に対し、新規水道加入時必要とする配水管から給水装置ま

での水道給水工事費（以下「給水工事」という。）を支払った者について、加入者

への軽減措置を図り安心して町内で文化的な生活が出来る事を目的とし、予算の範

囲内において給水工事費の一部を助成するものである。その交付に関しては、美咲

町補助金等交付規則（平成１７年美咲町規則第４４号）及びこの告示の定めるとこ

ろによる。 

（交付対象者） 

第２条 この告示により助成を受けることのできる者は、次により給水工事を実施し

た一般家庭の水道加入者とする。 

（１） 給水工事を申し込む時点において既に、自己水源をもって美咲町内に住居

を有し日常生活を営んでいる者、若しくは新規に定住を目的とした住宅取得者

が、一般家庭として新たに水道に加入し給水工事を行った場合に交付の対象とす

る。 

（２） 前号によりその工事設計費等について事前に審査を受け、当該給水工事を

完了し、その工事費について指定給水装置工事事業者（以下「工事業者」とい

う。）に当該工事費用を全額支払いした者を交付の対象者とする。 

（補助金） 

第３条 町長は、前条に掲げる給水工事費に対し、次のとおり補助金を交付するもの

とする。 

（１） 工事業者により実施した給水工事費用の内、５０万円を超え５００万円ま

でを上限として、その工事費の２分の１を補助するもので、１，０００円未満は

切り捨てとする。 

（交付申請） 

第４条 補助金の交付を受けようとする者は、美咲町水道新設給水工事費補助金交付

申請書（様式第１号）を町長に提出しなければならない。 

（補助金の交付決定） 

第５条 町長は前条に規定する交付申請を受けたときは、当該申請に係る書類を審査

し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、美咲町水道新設給水

工事費補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に交付するものとする。 

（実績報告） 

第６条 補助金の交付決定通知を受けた者は、事業が完了したときは、美咲町水道新

設給水工事費補助金実績報告書（様式第３号）を町長に提出しなければならない。 

（額の確定） 



第７条 町長は前条に規定する実績報告を受けたときはその内容を審査し、必要に応

じて現地を調査し、適当であると認めたときは補助金の額を確定するとともに、美

咲町水道新設給水工事費補助金確定通知書（様式第４号）を申請者に交付するもの

とする。 

（補助金の支払） 

第８条 町長は前条による補助金の確定通知があった者から補助金請求書（様式第５

号）が提出されたときは、速やかに補助金を支払うものとする。 

（決定の取消し） 

第９条 補助金の交付決定通知をした後において、この告示に違反し、又は虚偽の申

請をしたことが明らかになったときは、補助金の交付を取り消すことができる。 

（補助金の返還命令等） 

第１０条 町長は前条の規定により取り消したときは、申請者に対し補助金の返還を

命ずることができる。なお、補助金の返還を命ぜられた者は、速やかにこれに従わ

なければならない。 

（その他） 

第１１条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、告示の日から施行し、平成１７年４月１日から適用する。 

２ この告示は、令和７年３月３１日（以下「失効日」という。）限り、その効力を

失う。ただし、失効日前にこの告示の規定により補助金の交付決定又は交付を受け

た者については、この告示は、失効日以後も、なおその効力を有する。 

附 則（平成１８年１１月２２日告示第９８号） 

この告示は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月１８日告示第１８号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月３０日告示第２７号） 

この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則（令和６年３月２８日告示第３６号） 

この告示は、令和６年４月１日から施行する。 


